
令和８年度申請分

（担当者名）           （連絡先電話番号）

〈提出書類〉

注意事項

1 □支給申請書（様式第１０号） ※必ず「事業実績報告書」とともに提出してください。

2 □事業実績報告書（様式第９号） ※対象経費を税込で申請した場合は、８についても記入してください。

3 □欄外※１ 助成率に〇をしている。

□欄外※３ ( )内のいずれかに〇をしている。

4
□事業実施結果報告（様式第９号別紙２）

□３(２)イには、実績報告時の常時使用する労働者全員(引上げ対象者で退職した者
 （実績がある場合）を含む）を全てを記載している。

5
□賃金台帳等の写し

□賃金引上げ対象労働者全員分（交付申請後退職した労働者（実績がある場合）
 を含む）が揃っている。

□交付申請前の時給換算額が賃金引上げ後の事業場内最低賃金に満たない労働者
 （該当がある場合）分が揃っている。

□賃金引上げ前１か月分と引上げ後１か月分の賃金台帳が揃っている。

□労基法で定める、労働日数や労働時間数等の法定事項の記載ある。

【賃金台帳に労働時間の記入がない場合】

□出勤時間等を計算した書類が添付している。

【月給者がいる場合】

 □月平均所定労働時間が確認できる資料（労働条件通知書、年間勤務カレンダー等）

6 □就業規則（賃金規定等を含む） 【就業規則を監督署に届出ている場合（労働者10人未満を含む】

 の写し □引上げ後の事業場内最低賃金額と賃金引上げ日を規定している。

□雇用形態毎の就業規則がある場合は全て添付している。

□監督署の受付印がある。

□代表労働者の「意見書」を添付している。

 【就業規則作成しているが監督署に届出していない場合（労働者10人未満）】

□引上げ後の事業場最低賃金と賃金引き上げ日を規定している。

□代表労働者の「意見書」を添付している

【就業規則を作成していない場合（労働者10人未満）】

□「就業規則に準じる書類」を添付している。

  ※最低限以下の①～③を記載していること

   ①引き上げ後の事業場内最低賃金額と賃金引き上げ日

   ②作成者（事業場名）   ③作成年月日

□代表労働者の「意見書」を添付している

（裏面あり）

賃
金
引
上
げ
を
証
す
る
書
類

事業場名

・書類は下記の順に整えて、当該チェックリストと併せて提出してください。
・一法人で複数の事業場を申請の場合は、それぞれの事業場ごとに作成してください。 全ての書類が揃ったのち、審査を行います。
・本チェックリストに記載のない書類であっても、必要に応じて提出していただくことがあります。
・不正受給防止の観点から、一度提出された書類について、申請者の都合による差替えや訂正を行うことはできません。
・助成金額の確定のため、労働局職員が事業場訪問し、事業場の実地調査を行う場合があります。

業務改善助成金 事業実績報告・支給申請時（提出書類）チェックリスト

書類名

□国庫補助金精算書（様式第９号別紙１）



7 □導入した設備投資等の内容を 【設備、機械等を導入・更新した場合】

 証する書類 □納品日が確認できる書類（納品書等の写し）を添付している。

□導入物の写真（設置状況が分かる遠景写真及び見積書記載の型番や製品名
 機械番号が鮮明に分かる近景写真の両方が必要）を添付している。

□対象となる機械装置の据付けに必要な工事をした場合は、（作業）完了
 報告書（写）及び「工事前」と「工事後」の写真を添付している。

【ソフトウェアやシステム導入の場合】

□ソフトウェアのタイトル表示画面の写真、帳簿等の作成状況が確認できる
 画面の写真、出力した帳票類、契約書がある場合はその写しを添付して
 いる。

【特殊用途自動車の場合】

□車種とナンバープレートが確認できる写真に「自動車検査証」（写）
 もしくは「自動車検査証記録事項」（写）を添付している。

 （法人の場合、法人名義とすること）

【経営コンサルティングを導入した場合】

□実施日時（時間数を含む）、実施場所、実施内容がいずれも明らかな書類
 を添付している。
 （コンサルティング結果報告書、実施した際の写真等）

8 □経費の支出を証する書類 □請求書の写しを添付している。

 ※経費の支出は、振込払いが原則 □領収書の写し等を添付している。

□預金通帳の写しや銀行振込受領書の写し等を添付している（振込手数料
 も含む）。
 (振込先、支払い内容、支払日、支払額等がわかるもの)

□インターネットバンキングの場合、振込完了が確認できるもの、または
 預金通帳の写しを添付している（インターネットバンキングの場合、
 振込予約は不可）。

□複数の購入がある場合、それぞれ添付する。

9   その他 □離職理由を証する書類 【交付申請後に離職者がいる場合】

□退職届、離職票、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等

提出先：山口労働局 雇用環境・均等室
   〒753-8510 山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館5階

     ℡：083－995－0390  Mail：35roudou-k1@mhlw.go.jp
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